
  
 
 
 

２０２６年４月１日から下記の通り試行的に利用時間を変更いたします。 

 

【変更内容】 

項 目 変更前 変更後 

利用時間 

４月１日から９月３０日までの 

日曜日、土曜日及び祝日法に 

規定する休日８時から１８時まで 

休業日を除く全日 

８時３０分から１７時まで 

 

※試行期間（令和８年４月１日～同年９月３０日）における変更前の「午前８時００分から午前８時３０分まで及び午後５時００分

から午後６時００分まで」にクレーン作業が必要な場合には、あらかじめ連絡（℡：０５９－２２６－０５２５）をいただくことで

対応させていただきます。 


